
MEDICAL TODA NEWS No.2003-01 

  

2020年 2月 7日の中医協において、2020年度診療報酬改定に関す

る答申が行われ、具体的な点数が明らかになりました。 

急性期病院にとっては、その先鋭化により急性期病院として生きるか

否か、という究極の選択を迫る内容といえるのではないでしょうか。 

高度急性期病院の先鋭化を推進！？ 

病院に生き方の選択を迫る内容！ 
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point① 
重症度、医療・看護必要度は救急、手術を重視！ 

認知症関連評価の縮小の影響度は？ 

 

救急に関する加算は実績や実態記載が要件に！ 

実績や実態把握で救急対応病院を選別か？ 

point② 

point③ 

今回ＤＰＣ病院の地ケア入院料の
算定が一部制限され、大病院の届出
にも新たな制約が設けられました。 
これは急性期病院には地ケア病棟

は不要という厚労省のメッセージで
あり、最終的には急性期病院の病床
削減につなげるという狙いがあると
考えられます。 

今回地域医療体制確保加算（新設）や
救急搬送看護体制加算に実績、救急医療
管理加算には実態記載が要件となってお
り、これは地域の救急体制の実態把握が
目的とも考えられます。 
今後そうしたデータを収集することで

それに基づいた急性期病院の選別が行わ
れることも想定できないでしょうか。 

既報の通り重症度、医療・看護必要度は救急や手術が多い病院の
評価が高まり、認知症に関わる評価は縮小されました。 
これにより認知症や 

せん妄の患者で必要度 
を稼いでいた病院は、 
現在の入院料の維持が 
かなり厳しくなるので 
はないでしょうか。 

診療報酬改定 2020の動向 

 

急性期病院における地ケア入院料の算定に待った！ 

ルール見直しで収入減、最終目的は病床削減か？ 

2018 年度の基準と削減される項目（赤字） 

基準①：Ａ得点２点以上かつＢ得点３点以上 

基準②：「B14」又は「B15」に該当する患者であって、

Ａ得点が１点以上かつＢ得点が３点以上 

基準③：Ａ得点３点以上 

基準④：Ｃ得点１点以上 

 

お願い：この NEWS LETTERは、厚生労働省の発表資料などを元に弊社にて作成しております

が、情報・解釈の誤り等がございましたら、左記までご一報下さいましたら幸甚です。 

地ケア病棟の新ルール 

〇新算定ルール 

ＤＰＣ対象病棟から自院の地ケア

病棟に転棟した場合、Ⅱ期以内で

あればＤＰＣ点数で算定する 

〇新届出ルール 

400 床以上の病院は地ケア病棟を

届出できない 

 

〇地域医療体制確保加算 

年 2000 件以上の救急搬送 

〇救急搬送看護体制加算 

年 1000 件以上の救急搬送 

〇救急医療管理加算 

 患者の状態の選択、記載 

各加算の実績・実態要件 


